
二宮町ごみ減量化推進協議会 会議次第 

 

日 時  平成２６年６月４日（水） 

午後３時３０分より 

場 所  二宮町役場 ２階 公室 

 

１． 開  会 

 

 

２． 議  題 

 

 

（１）地域説明会について 

 

 

 

（２）その他 

 

 

 

３． 閉  会 



 

 

地域説明会について 

 

開催趣旨開催趣旨開催趣旨開催趣旨    

平成 27年 4 月 1日から平塚市・大磯町との広域処理が一部スタートする。 

分別方法、収集日が大きく変わることから、平成 26 年度に分別方法、収集日変更の地域説明会を

実施する。 

また、平成 27 年 10 月から剪定枝資源化施設が稼働されることから、施設概要等について、住民

周知を行う。 

 

開始時期開始時期開始時期開始時期    

 第 1 回 平成 26 年 6月下旬から 9 月まで 

（地区役員会議等に合わせて実施し、第 2 回開催のアピールも併せて行う。） 

 第 2 回 平成 27 年 1月から 2月の土曜日を中心に第 2回を開催する。 

  （地区役員から声をかけられた方、平成27年度の新役員へも周知していくことを目的とする。） 

 

開催方法開催方法開催方法開催方法    

 平成 26 年 4月 4 日 第 1 回地域環境推進員会議にて方法を決定した。 

（日程、会場、地区割、回覧等周知方法、説明会当日進行について） 

 

説明内容説明内容説明内容説明内容    （説明時間：30分、質疑応答：30分） 

町出席者 ： 課長、生活環境班長、担当 （3～4 名） 

司  会 ： 地域環境推進員 

 

１. 開 会 ： 地域環境推進員または地区長 

２. 自己紹介： 地域環境推進員 

３. あいさつ： 地区長、生活環境課長 

４． 説 明 ： 生活環境班職員 （２５分）  

 （１）ごみの分別・収集日の変更について 

 （２）（仮称）剪定枝資源化施設について 

 （３）その他 

５. 質疑応答 

６. 閉会 

 

（５分） 



 

 

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール 

 ４月４日     地域環境推進員会議にて協力依頼を行う。（日程、会場、地区割、説明会当日） 

４月１５日    地区長全体会にて協力依頼を行う。 

４月末日     地区割、開催場所、開催日時の提出期限 

５月上旬     地区割、開催場所、開催日時の決定 

６月１０日    広報本紙 6 月号に掲載. 

６月下旬から９月 各地区の説明会開始（下記の表のとおり） 

１２月１０日   広報本紙 12 月号に掲載 

１月～２月    各地区説明会 

    

 平成 26年度第 1回地域説明会の地区割、実施場所 

  地区名 日時 場所 

1 富士見が丘 1丁目 6 月 21 日(土)     9：00～10：00 富士見が丘児童館 

2 通川匂 6 月 21 日(土)    19：00～20：00 押切会館 

3 富士見が丘 3丁目・松根 6 月 22 日(日)    10：00～11：00 富士見が丘防災コミュニティーセンター 

4 梅沢 6 月 28 日(土)     10：00～11：00 梅沢老人憩の家 

5 下町 6 月 29 日(日)     10：00～11：00 下町老人憩の家 

6 百合が丘 1・2・3 7 月 6 日(日)      9：30～10：30 百合が丘児童館 

7 緑が丘 7 月 6 日(日)     15：00～16：00 緑が丘防災コミュニティ―センター 

8 元町北 7 月 6 日(日)     19：00～20：00 元町北防災コミュニティーセンター 

9 越地 7 月 26 日(土)     19：30～20：30 越地児童館 

10 一色 8 月 23 日(土)     19：00～20：00 一色防災コミュニティーセンター 

11 富士見が丘 2丁目 8 月 31 日(日)     10：30～11：30 富士見が丘老人憩の家 

12 茶屋 9 月 6 日(土)     20：00～21：00 茶屋老人憩の家 

13 入川匂 9 月 7 日(日)     10：30～11：30 入川匂老人憩の家 

14 中里 9 月 7 日(日)     14：30～15：30 中里老人憩の家 

15 釜野 9 月 14 日(日)     11：00～12：00 釜野児童館 

16 元町南 9 月 14 日(日)    13：00～14：00 元町老人憩の家 

17 上町・中町 9 月 20 日(土)    13：30～14：30 上町児童館 

 



可燃ごみ

●生ごみ ●やわらかいプラスチック ●履物

●ゴム・皮革製品 ●草、落ち葉

●ビデオ・カセットテープ ●３０cm以下のサイズ

のぬいぐるみ・クッション・まくら

●その他（紙おむつ、使い捨てカイロなど）

●必ず指定ごみ袋に入れて出してください。

●大きいごみは全て３０cm×３０cm以下の大きさ

に切って出してください。

●一度に出せるごみ袋の数は３袋までです。

●生ごみの水分をしっかり切ってください。

廃食用油 ●植物油（サラダ油、オリーブ油、ごま油

菜種油、紅花油など）

●ペットボトルに入れ、さらにビニール袋に入れて、

他のごみと分けて出してください。

簡易版

剪定枝
●庭木を自分で剪定した際に出る、長さ８０cm、

太さ１０cm以下の枝

※葉が付いていても構いません。

●長さ８０cm以下に切ってから、直径30cm以下に

束ねてひもで縛り出してください。

●一度に出せる束は３束までです。

容器包装

プラスチック

●プラマークのあるもので汚れていないもの
●汚れを落とし、できるだけつぶしてください。

●ビニール袋に入れて出してください。

●ＰＥＴマークのあるボトル
●中を洗って乾かし、つぶしてから、ビニール袋

に入れて出してください。

毎

週

２

回

新聞・広告

雑誌・雑紙
●新聞紙・新聞折り込みチラシ

●雑誌・雑紙・シュレッダーくず

●種類ごとにまとめて、ひもで縛るか、紙袋に

入れて出してください。

●雨の時はビニール袋に入れて出してください。

●ごみ置き場には種類ごとに分けて置いてください。

ダンボール

紙 パ ッ ク

布 類

●ダンボール

●飲料用紙パック

（内側が白いもの）

●布類

（古着、タオル、毛布、シーツ、カーテンなど）

●種類ごとにまとめて、ひもで縛ってください。

●布類はひもで縛るか、ビニール袋に入れて、

雨天時は、次回に出してください。

●飲料用紙パックは洗って切り開き、乾燥させて

からひもで縛って出してください。

ビ ン
●飲料、調味料、薬、化粧品などのビン

※リターナブルビンは販売店等に返却してください。

耐熱性ガラスビン、割れたビンは｢破砕ごみ｣です。

●ビンは中身をからにして、水洗いし、ふたを外し

て出してください。

●ビニール袋に入れて出してください。

●色・サイズなどによる分別は不要です。

空き缶類 ●飲料缶 ●缶詰の缶

●スプレー缶、カセットコンロのボンベ

●飲料缶、缶詰の缶は、からにして洗って乾かし、

つぶさずに出してください。

●スプレー缶・カセットコンロのボンベは使い切って、

穴を開けてから出してください。

金 属
●鍋 ●やかん ●物干し竿 ●ビン・缶のふた

●カッター・カミソリの刃 ●包丁 ●釘 ●釣り針

●スプーン ●フォーク ●自転車など

●金属以外の付属品は、できるだけ取り除いて、

ビニール袋に入れて出してください。

●自転車は、ごみとわかるようメモを貼り付けて下さい。

●大きなものは袋に入れなくてかまいません。

寝具類
●ふとん ●ござ ●カーペット ●座布団

●３０cmより大きなぬいぐるみ・クッション・まくら

●スプリングの無いベットマット・マットレスなど

●畳んだり重ねたりして、ひもで縛り、できるだけ

小さくまとめて出してください。

●雨でも回収しますが、できるだけ次の収集日に

出してください。

毎
月
1
回

ペットボトル

●電子レンジ ●プリンター ●デジタルカメラ
●パソコンのキーボード・マウス ●電卓●FAX

●電気ストーブ ●扇風機 ●ファンヒーター

●電気ポット ●コードリールなど

●袋などに入れず、そのままごみ置き場に置いて

ください。雨天でも構いません。

●散らばるものは袋に入れて出してください。

●灯油や乾電池は必ず抜いてください。
家電類

破砕ごみ

●硬いプラスチック製品（おもちゃ、クーラーボックス、

ポリバケツ、バケツ、CDなど） ●ガラス、陶器製品

●一人で持ち運ぶことができる家具（タンス、本棚、机、

椅子、ふろ場のすのこなど）●いろいろな素材の混合

物（傘、ランドセル、かばん、T字カミソリ、ギター、スー

ツケース、ヘルメット、メガネなど）●棒状、板状のもの

（ほうき、スキー板、ストック、ブラインド、すだれなど）

●竹（３０cm以上、１ｍ未満の竹）

●細かなものは、ビニール袋に入れて出して

ください。

●棒状のものを複数出す場合は縛り、畳めるもの

は畳んで出してください。

●竹は３０cm以上１ｍ未満に切ってから、直径３０cm

以下に束ねてひもで縛り出してください。

●一度に出せる束は３束までです。

●種類ごとにまとめて、ビニール袋に入れて出し

てください。

●リチウム・ボタン型電池はリサイクル協力店でも

回収しています。

●ライターは、ガスを全て抜いてから出して下さい。

毎
月
1
回

毎週

1回

毎月

２回

毎
月
２
回

ごみは、収集日の朝(午前８時まで）に、地域で決められたごみ置き場に出しましょう。 ごみ置き場の清掃や維持管理は、利用者が協力して行いましょう。

毎週

1回

毎月

２回

毎月

２回

トレイ・パック・カップ類、シャンプー容器、

袋・フィルム類、発泡スチロール箱など

毎月

２回

毎月

２回

曜日

曜日

曜日

曜日

第○・○

曜日

第○・○

曜日

第○・○

曜日

第○

曜日

第○

曜日

第○・○

曜日

第○・○

曜日

第○・○

ビニール袋=透明または半透明のもの戸別収集（有料）は裏面参照

●電池 ●水銀の体温計・温度計 ●ライター

●蛍光管 ●電球

有害ごみ

蛍光管類

清涼飲料・しょう油・酒類・みりん

が入っていたペットボトルのみ

（半）透明

（半）透明

（半）透明

（半）透明

（半）透明

（半）透明

（半）透明

「雨」

家庭用・

事業用

指定ご

み袋の

絵

廃食用油

のボトル

の絵

廃棄自転車

の絵

バケツ

の絵

雑誌

の絵

布類

の絵



4月 5月 6月
2015/4/1 2015/5/1 2015/6/1

日/Sun 月/Mon 火/Tue 水/Wed 木/Thu 金/Fri 土/Sat 日/Sun 月/Mon 火/Tue 水/Wed 木/Thu 金/Fri 土/Sat 日/Sun 月/Mon 火/Tue 水/Wed 木/Thu 金/Fri 土/Sat
29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 31 1 2 3 4 5 6
＊ ＊ ＊ ダンボール 可燃・油 空き缶類 寝具類 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 空き缶類 寝具類 ＊ 可燃・油 容器プラ ダンボール 可燃・油 空き缶類 寝具類

紙パック・布 金属 金属 剪定枝 紙パック・布 金属
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
― 可燃・油 容器プラ 新聞・広告 可燃・油 ビン 破砕 ― 可燃・油 容器プラ ダンボール 可燃・油 ビン 破砕 ― 可燃・油 容器プラ 新聞・広告 可燃・油 ビン 破砕

剪定枝 雑誌・雑紙 剪定枝 紙パック・布 剪定枝 ペット 雑誌・雑紙

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
― 可燃・油 容器プラ ダンボール 可燃・油 空き缶類 有害・蛍光 ― 可燃・油 容器プラ 新聞・広告 可燃・油 空き缶類 有害・蛍光 ― 可燃・油 容器プラ ダンボール 可燃・油 空き缶類 有害・蛍光

剪定枝 ペット 紙パック・布 家電類 剪定枝 ペット 雑誌・雑紙 家電類 剪定枝 紙パック・布 家電類
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
― 可燃・油 容器プラ 新聞・広告 可燃・油 ビン 破砕 ― 可燃・油 容器プラ ダンボール 可燃・油 ビン 破砕 ― 可燃・油 容器プラ 新聞・広告 可燃・油 ビン 破砕

剪定枝 雑誌・雑紙 剪定枝 紙パック・布 剪定枝 ペット 雑誌・雑紙

26 27 28 29 30 1 2 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4
― 可燃・油 容器プラ ― 可燃・油 ＊ ＊ ― 可燃・油 容器プラ 新聞・広告 可燃・油 ― ― ― 可燃・油 容器プラ ＊ ＊ ＊ ＊

剪定枝 ペット 剪定枝 ペット 雑誌・雑紙 剪定枝
3 4 5 6 7 8 9 31 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11

― ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

7月 8月 9月
2015/7/1 2015/8/1 2015/9/1

日/Sun 月/Mon 火/Tue 水/Wed 木/Thu 金/Fri 土/Sat 日/Sun 月/Mon 火/Tue 水/Wed 木/Thu 金/Fri 土/Sat 日/Sun 月/Mon 火/Tue 水/Wed 木/Thu 金/Fri 土/Sat
28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 30 31 1 2 3 4 5
＊ ＊ ＊ ダンボール 可燃・油 空き缶類 寝具類 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 寝具類 ＊ ＊ 容器プラ ダンボール 可燃・油 空き缶類 寝具類

紙パック・布 金属 金属 紙パック・布 金属
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
― 可燃・油 容器プラ 新聞・広告 可燃・油 ビン 破砕 ― 可燃・油 容器プラ ダンボール 可燃・油 空き缶類 破砕 ― 可燃・油 容器プラ 新聞・広告 可燃・油 ビン 破砕

剪定枝 雑誌・雑紙 剪定枝 紙パック・布 剪定枝 ペット 雑誌・雑紙

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
― 可燃・油 容器プラ ダンボール 可燃・油 空き缶類 有害・蛍光 ― 可燃・油 容器プラ 新聞・広告 可燃・油 ビン 有害・蛍光 ― 可燃・油 容器プラ ダンボール 可燃・油 空き缶類 有害・蛍光

剪定枝 ペット 紙パック・布 家電類 剪定枝 ペット 雑誌・雑紙 家電類 剪定枝 紙パック・布 家電類
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
― 可燃・油 容器プラ 新聞・広告 可燃・油 ビン 破砕 ― 可燃・油 容器プラ ダンボール 可燃・油 空き缶類 破砕 ― 可燃・油 容器プラ 新聞・広告 可燃・油 ビン 破砕

剪定枝 雑誌・雑紙 剪定枝 紙パック・布 剪定枝 ペット 雑誌・雑紙

26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3
― 可燃・油 容器プラ ― 可燃・油 ― ＊ ― 可燃・油 容器プラ 新聞・広告 可燃・油 ビン ― ― 可燃・油 容器プラ ― ＊ ＊ ＊

剪定枝 ペット 剪定枝 ペット 雑誌・雑紙 剪定枝
2 3 4 5 6 7 8 30 31 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10

― 可燃・油 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
剪定枝

10月 11月 12月

2015/10/1 2015/11/1 2015/12/1

日/Sun 月/Mon 火/Tue 水/Wed 木/Thu 金/Fri 土/Sat 日/Sun 月/Mon 火/Tue 水/Wed 木/Thu 金/Fri 土/Sat 日/Sun 月/Mon 火/Tue 水/Wed 木/Thu 金/Fri 土/Sat
27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 29 30 1 2 3 4 5
＊ ＊ ＊ ＊ 可燃・油 空き缶類 寝具類 ― 可燃・油 容器プラ ダンボール 可燃・油 空き缶類 寝具類 ＊ ＊ 容器プラ ダンボール 可燃・油 空き缶類 寝具類

金属 剪定枝 紙パック・布 金属 紙パック・布 金属
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
― 可燃・油 容器プラ ダンボール 可燃・油 ビン 破砕 ― 可燃・油 容器プラ 新聞・広告 可燃・油 ビン 破砕 ― 可燃・油 容器プラ 新聞・広告 可燃・油 ビン 破砕

剪定枝 紙パック・布 剪定枝 ペット 雑誌・雑紙 剪定枝 ペット 雑誌・雑紙

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
― 可燃・油 容器プラ 新聞・広告 可燃・油 空き缶類 有害・蛍光 ― 可燃・油 容器プラ ダンボール 可燃・油 空き缶類 有害・蛍光 ― 可燃・油 容器プラ ダンボール 可燃・油 空き缶類 有害・蛍光

剪定枝 ペット 雑誌・雑紙 家電類 剪定枝 紙パック・布 家電類 剪定枝 紙パック・布 家電類
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
― 可燃・油 容器プラ ダンボール 可燃・油 ビン 破砕 ― 可燃・油 容器プラ 新聞・広告 可燃・油 ビン 破砕 ― 可燃・油 容器プラ 新聞・広告 可燃・油 ビン 破砕

剪定枝 紙パック・布 剪定枝 ペット 雑誌・雑紙 剪定枝 ペット 雑誌・雑紙
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平成２７年度 問い合わせ：二宮町生活環境課
電話 （０４６３）７１－３３１１平成２７年度

戸別収集
(有料）
詳細は、ガイドを
ご覧ください。

●エレクトーン●オルガン●ひな人形（一式）●ソファー●ベッド（土台）

●ベッド用マット（スプリング入り）●健康器具（マッサージチェア・エアロバ

イク・ルームランナーなど）●ミシン（足踏み式）●１人では持ち運ぶことがで

きないもの (「建築廃材と見分けがつかないもの」及び「町で処分できない

もの」は除く)

【指定品目】 [料金] 戸別収集処理券1000円分 500円券×２枚

●１人で持ち運ぶことができるもの(「建築

廃材と見分けがつかないもの」及び「町

で処分できないもの」は除く)●「可燃ご
み」で３０㎝以下に切ることができないもの

●通常の収集日まで待てないもの

【指定品目以外】 [料金] 500円券×1枚

① １週間前までに生活環境課へ連絡。

②戸別収集処理券を購入。
③処理券に氏名を記入してごみに貼り

付け、収集当日朝８時までに玄関前

などの指定された場所に出す。

【回収方法】 1回につき5個（組・袋）まで 【受付】

【収集日】 月～土曜日

祝日も可（年末年始を除く）

このカレンダーは、ごみ置き場の所在地区別にご利用ください。各地区の境界にお住まい等で、どの地区か不明な方は、上記までお問い合わせください。

○可燃＝可燃ごみ ○油＝廃食用油 ○容器プラ＝容器包装プラスチック ○ペット＝ペットボトル

○破砕＝破砕ごみ ○有害＝有害ごみ ○蛍光＝蛍光管類



平塚市・大磯町とのごみの広域処理が始まるため

平成27年4月1日から

ごみの出し方が
　変わります！

＜変更点＞

ごみの分別・出し方が変わります。
●ペットボトル、廃食用油、蛍光管類は、変更ありません。
●ごみの戸別収集（有料）が始まります。
●詳しくは、「ごみガイドブック」をご覧ください。
●本紙には、今の分別方法から見た変更点の概要を掲載しています。
　　※「ごみガイドブック」は、２月に広報配布委員を通じて全戸配布いたします。
　　　　配布されない方は、生活環境課へお問い合わせください。

ごみの収集日が変わります。
●現在の収集エリア17地区を５地区に変更します。
　　※「収集カレンダー」は、２月に広報配布委員を通じて全戸配布します。
　　　　配布されない方は、生活環境課へお問い合わせください。

概要版

お問い合わせ 二宮町 生活環境課 （0463）71-3311

二宮町にお住まいの皆さまへ



「毎日出るごみ（可燃ごみ）」ではなくなるもの

名称
変更

名称
変更

名称
変更

「剪定枝・草・落ち葉（剪定枝）」ではなくなるもの

「発泡スチロール製のトレー・箱（容器包装プラスチック）」ではなくなるもの

　　 マークが目印。

●「布類」に変更するもの ●「容器包装プラスチック」に変更するもの

・下着

・作業着

・カーテン類

・ネクタイ

・タオル

　など

・内側がアルミコーティング

　されているお菓子、

　レトルト食品のパック

　などの包装用ビニール

　で　　 マークのある

　もの

●「可燃ごみ」に変更するもの

・草　・落ち葉

●「破砕ごみ」に変更するもの

●「容器包装プラスチック」
　　になるもの

●「可燃ごみ」になるもの ●「破砕ごみ」になるもの

・「発泡スチロール製のトレー・箱」で

・ペットボトルのキャップ

・シャンプー容器

　など

・ホース

・浮き輪

　など

・おもちゃ　・ハンガー

・クーラーボックス

・ＣＤ

　など

♢　名称が「毎日出るごみ」から「可燃ごみ」に変わります。

♢　大きいもの、長いものは、３０㎝×３０㎝以下に切ってから、指定ごみ袋に入れて出してください。

♢　剪定枝のみ資源化するため、名称が「剪定枝」に変わります。

♢　名称が「発泡スチロール製のトレー・箱」から、「容器包装プラスッチック」に変わります。

♢　「その他の樹脂類」の分別区分は廃止となります。

♢　「その他の樹脂類」に　　マークが付いている場合は、「容器包装プラスチック」となります。

♢ 　　　マークが付いていないやわらかいプラスチック（ビニール・ゴム製品等）は、「可燃ごみ」となります。

♢ 　　　マークが付いていない硬いプラスチック（おもちゃ等）は、「破砕ごみ」となります。

　　　マークが付いていないもの

「毎日出るごみ」➡ 「可燃ごみ」

「剪定枝・草・落ち葉」➡ 「剪定枝」

「発泡スチロール製のトレー・箱」➡ 「容器包装プラスチック」

「その他の樹脂類」➡ 「容器包装プラスチック」と「可燃ごみ」と「破砕ごみ」
 に分かれます。

可燃ごみは
３０cm×３０cm以下の
サイズに切って出す。



名称
変更

「空きビン（ビン）」ではなくなるもの

「家電・寝具類（家電類と寝具類）」ではなくなるもの

ただし、
家電リサイクル法対象機器、
パソコンはこれまでどおり
町では集めません。

これまで、金属とプラスチックの
混合物は「家電類」でしたが、
電気で動かないものは全て
「破砕ごみ」に変わります。

ご
み

●「破砕ごみ」に変更するもの

・割れたビン

●「破砕ごみ」に変更するもの

・スーツケース

・ヘルメット

　など

●「布類」に変更するもの

・毛布

・シーツ

・タオルケット

　など

●「金属」になるもの ●「空き缶類」になるもの

・包丁

・お菓子などの缶

・自転車

　など

・飲料缶

・缶詰の缶

・スプレー缶

●「家電類」になるもの ●「寝具類」になるもの

・1人で持ち運べる家庭用電化製品

　（電気や電池で作動する機器）

・ふとん

・座布団

・マットレス（スプリング無し）

・ござ

・じゅうたん

　など

♢　「金属・空き缶類」は、処理先の変更により「金属」と「空き缶類」の２つに分別区分が分かれます。

♢　「空き缶類」は、つぶさずに出して下さい。

♢　名称が「空きビン」から「ビン」に変わります。

♢　３種類の色による分別は不要となります。

♢　「家電・寝具類」は、処理先の変更により「家電類」と「寝具類」の２つに分別区分が分かれます。

「金属・空き缶類」➡ 「金属」と「空き缶類」に分かれます。

「空きビン」➡ 「ビン」

「家電・寝具類」➡ 「家電類」と「寝具類」に分かれます。

分別作業に危険を伴うため
ビンでは集めません。

 つぶさずに
出す。

色の分別は
不要。

スプレー缶は、中身を
使い切り、穴を開けて
から出す。



出し方

●「破砕ごみ」に変更するもの ●「戸別収集（有料）」に変更するもの

●「有害ごみ」に変更するもの ●「破砕ごみ」に変更するもの

●「戸別収集（有料）」に変更するもの ●「破砕ごみ」に変更するもの

1人で持ち運べる、

一番長い辺が

1m程度の大型ごみ

・座いす　・座卓

・小さめのタンス

・小さい本棚

　など

・電池

・ライター

・水銀体温計

・水銀温度計

・陶器類　・ガラス類

・鏡

・割れたビン

　など

・ベッド

・ベッドマット（スプリング入り）

・ソファー

　など

・スキー

・スノーボード

・ベビーカー

　など

・タンス　・本棚

・食器棚　・机

・テーブル

　など

2人で持ち運べる

大型ごみ

♢　「大型ごみ」の分別区分は廃止となります。

♢　「大型ごみ」の内、１人で持ち運べる重さで、一番長い辺が１ｍ程度までのものは、「破砕ごみ」となり、

　　それ以外は、「戸別収集（有料）」になります。

♢　「その他」は処理先の変更により「有害ごみ」と「破砕ごみ」の２つに分別区分が分かれます。

♢　「電池」、「水銀体温計・温度計」、「ライター」の３種類が「有害ごみ」となります。

♢　それ以外の陶器類、ガラス類などが、「破砕ごみ」となります。

「建築廃材と見分けのつかないもの」、「収集日まで待てないもの」、「２人で持ち運びできないもの」
　や「量が多い場合」は、これまでどおり、環境衛生センターに直接持ち込んでください。

「直接持ち込むごみ」の指定ではなくなりますが、
 どちらも環境衛生センターへ直接持ち込みしてもかまいません。

「その他」➡ 「有害ごみ」と「破砕ごみ」に分かれます。

「直接持ち込むごみ」の指定ではなくなるもの

「大型ごみ」➡ 「破砕ごみ」と「戸別収集（有料）」に分かれます。

注意！

今まで、直接持ち込まなければいけなかったベッドや大きいタンスなどを、ご自宅まで収集に伺うことです。
ただし、屋内からの収集はできません。

戸別収集（有料）とは？

① １週間前までに二宮町役場生活環境課へ収集予約の電話をする。（平日８時３０分～１７時１５分）

② 戸別収集処理券（以下 処理券）を指定販売店で購入する。

③ 処理券に氏名等を記入し見やすいところに貼り、予約した日の朝８時までに玄関前などへ出す。










































